
奄美大島介護事業所協議会規約 
 
 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条  本会は、奄美大島介護事業所協議会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、事務所を株式会社きずなに置く。 

 

（目的） 

第３条  本会は、奄美大島に事業所を有する介護保険法又は障害者総合支援法に基づ

くサービス事業所及びその他の介護・福祉関係事業所（以下「介護事業所」と

いう。）の業務の適切な運営と発展に資するため、各種研修会の開催や鹿児島

県及び奄美大島各市町村並びに関係機関との連絡調整を図るとともに、「地域

共生社会の実現」を会の目標として掲げ、奄美大島の全ての島民が、加齢や疾

病、その他の社会的要因に起因する様々な生活のしづらさが生じたとしても、

自分の住み慣れた地域（シマ）でその人らしい人生がおくれるようにすること

を目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）会員の業務の適切な運営に資する研修会の開催 

（２）会員及び行政並びに関係機関の連絡調整 

（３）奄美大島における「地域共生社会の実現」のための活動 

（４）その他本会の目的達成のために必要な事業 

 

（本会の会員） 

第５条 本会は、次に掲げる事業所を会員とする。 

（１）介護保険法の指定を受けたサービス事業所 

（２）障害者総合支援法の指定を受けたサービス事業所 

（３）会長が入会を認めた介護・福祉関係事業所 

  ２ 本会に入会しようとする事業所は、法人単位で所定の入会届出書兼誓約書

（様式第１号）を提出し、会長の承認を得なければならない。 

  ３ 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届出書（様式第２号）を提出

しなければならない。なお、既に納入した会費は返金しない。 

 



（会員の資格喪失） 

第６条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１）退会した場合 

（２）会員が第５条第１項の事業所で無くなった場合 

（３）当該年度中に会費を納入しなかった場合 

（４）除名された時 

 

（除名） 

第７条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において 3 分の 2 以上の議決

に基づき、除名することができる｡この場合、当該会員に対し、議決の前に弁

明の機会を与えなければならない｡ 

（１）当会の名誉を毀損したとき 

（２）当会の設立目的に反する行為をした場合 

 

（会費） 

第８条 会費は、法人単位で納入するものとしい、１法人、年間５千円とする。 

２ 会員は、毎年６月末日までに会費を納入しなければならない。 

  ３ 年度途中で入会した会員は、入会後２週間以内に会費を納入しなければなら

ない。 

 

（届出） 

第９条 会員は、名称、所在地、代表者の氏名及び実施事業に変更があったときは、

遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。 

 

第２章 役員 

 

（役員の定数及び選任） 

第１０条 本会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  ２名 

（３）監 事  ２名 

（４）理 事  １５名以内 

２ 前項の役員は、第５条第１項の会員に所属する者の中から総会において選任

する。 

３ 監事は、会長、副会長及び理事を兼ねることはできない。 

 

 

 



（役員の職務） 

第１１条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長

が欠けたときはその職務を行う。 

３ 監事は、本会の業務執行及び会計の状況を監査すること。 

 

（顧問） 

第１２条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会が推薦し総会において選任する。 

３ 顧問は、本会の業務執行に関して助言を行なう。 

 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は、２年とする。 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（任期満了又は辞任の場合） 

第１４条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就

任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。 

 

（役員の報酬） 

第１５条 役員には、報酬を支給しない。 

２ ただし、必要に応じて費用の実費を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

第３章 組織 

 

（総会の種別等） 

第１６条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 

３ 通常総会は、毎年度６月末日までに開催する。 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）会員現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により

請求があったとき。 

（２）その他会長が必要と認めたとき。 

 

（総会の招集） 

第１７条 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、会長は、その請求の

あった日から３０日以内に総会を招集しなければならない。 



２ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。 

 

（総会の議決方法等） 

第１８条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 会員は、総会において、法人単位で各１個の議決権を有する。 

３ 総会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することが

できる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 

４ 総会の議事は、出席者の議決権の過半数（第１９条第４項（３分の２以上）

を除く。）をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。 

 

（総会の権能） 

第１９条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項

を議決する。 

（１）事業計画及び収支予算の承認又は変更に関すること。 

（２）事業報告及び収支決算の承認に関すること。 

（３）規約等の制定及び改廃に関すること。 

（４）会員の除名 

（５）役員の解任 

（６）本会の解散 

（７）その他本会の運営に関する重要な事項。 

 

（書面による表決） 

第２０条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された議案

について書面を提出して表決するか、委任状を提出して他の会員又は議長に

委任することができる。この書面または委任状を提出した者は総会に出席し

たものとみなす。 

２ 前項の書面又は委任状は、総会開催日の前日までに本会に到着することを

要する。 

 

（議事録） 

第２１条 総会の議事については、要旨をまとめた会議録を作成しなければならない。 

２ 会議録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）日時及び場所 

（２）議案 

（３）議事の経過の概要及びその結果 

 

 



（理事会） 

第２２条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。 

２ 理事会は、必要に応じて会長が召集し、議長は会長が指名する。 

３ 理事会は次に揚げる事項について協議する。 

（１）総会に付すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他本会の運営に関し会長が必要と認める事項 

４ 会長は、必要と認める者をオブザーバーとして参加させることができる。 

 

（専門部会） 

第２３条 本会は、次の部会を設置する。 

    （１）訪問部会 

    （２）通所部会 

    （３）短期入所部会 

    （４）住環境部会 

２ 会長は、第１項の部会を廃止又は新たに部会を設置しようとするときは、

総会で議決を得るものとする。 

 

（事務局） 

第２４条 本会は、事務局を株式会社きずなに置く。 

 

（事業年度） 

第２５条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（経費） 

第２６条 本会の経費は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）運営に関する経費は、会員が納める会費をもって充てる。 

（２）その他特別な経費については、その都度役員で協議して決定する。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第２７条 本会の事業計画及び収支予算は、事務局が作成し、会長の承認を受けた上、

通常総会において議決を得なければならない。 

 

（監査等） 

第２８条 事務局は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、会長の承

認を得た上、通常総会の開催の日までに監事に提出して、その監査を受けなけ

ればならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支計算書 



（３）貸借対照表 

（４）財産目録 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成

して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

第４章 雑則 

 

（守秘義務） 

第２９条 会員（オブザーバーを含む。）は、会議の中で知り得た個人に関する情報を

漏らしてはならない。また、退会後も同様とする。 

 

（委任） 

第３０条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の

議決を経て、会長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２９年６月２４日から施行する。 

２ この規約の一部（第１２条（顧問の新設））は、平成３０年４月２６日から施行

する。 



（様式第１号） 

 

奄美大島介護事業所協議会 会長 殿 

 

 

入会申出書兼誓約書 

 

   年   月   日 

 

 当法人は、貴会への入会を希望いたします。 

 

法 人 名  

住   所 〒 

 

電話番号  ＦＡＸ  

実  施  事  業 事  業  所  名 

  

  

  

 

～～～～～～～～～～～～ 以下は、記入しないでください ～～～～～～～～～～～ 

           

   （入会の可否） 

会 長    事務局 

印 印 印 印 印 

可  ・  不可 



 

奄美大島介護事業所協議会 会長 殿 

 

 

誓   約   書 

 

当法人は、貴会への入会にあたり、貴会の目的・趣旨に賛同し、規約を遵守すると

ともに、次の事項について誓約します。 

 

1 当法人及び当法人の職員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時

から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他こ

れらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および

次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない

ことを誓約いたします。 

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（３）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること 

（５）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

２ 当法人及び当法人の職員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該

当する行為を行わないことを誓約いたします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴会の信用を毀損し、または貴

会の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

   年   月   日 

 

住 所 

法人名及び代表者名                     印 

 

 



（様式第２号） 

 

 

奄美大島介護事業所協議会 会長 殿 

 

 

退会届出書 

 

   年   月   日 

 

 当法人は、貴会から退会いたします。 

 

法 人 名  

住   所 〒 

 

電話番号  担当者  

退 会 日   年    月    日 

退会理由  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～ 以下は、記入しないでください ～～～～～～～～～～～ 

           

     （決裁） 

会 長    事務局 

印 印 印 印 印 

 


